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◇

運動療法に係る医療費控除

Q:私は、医者の処方菱に基づきスポーツ

クラブで運動療法をしています。これは医療

費控除の対象になりますか。

Al:成人病の高血圧症、高脂肪症、糖尿病

虚血性疾患等の病気で、その病態から医者が

運動療法が必要と判断した場合に、その運動

療法処方菱に基づいて、指定運動療法施設で

運動療法を実施した場合には、その施設にか

かる利用料金は所得税の医療費控除の対象に

なります。

運動療法処方菱に基づく運動療法とは、具

体的には、概ね週1回以上の頻度で、8週間

以上の期間にわたって指定運動療法施設で行

われるものをいいます。

実際には、かかりつけの医者から交付して

もらった運動療法処方菱に基づき、スポーツ

クラブ等の提携医療機関が運動療法を行ない

ます。

この対象となる指定運動療法施設は、平成

6年11月30日現在、全国で67施設が厚生省か

ら認定されています。

あなたの場合、医者の運動療法処方菱に基

づいたもので、指定運動療法施設で行なわれ

たものであれば、医療費控除の対象になりま

す◎

確定申告をするときには、医者が確認した

スポーツクラブ等が交付した「運動療法実施

証明書」と「利用料金領収書」を確定申告書

に添付することになります。
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